
- 1 - 

所得税法施行令の一部を改正する政令要綱 

 

１ 減価償却資産の範囲に、無形固定資産として、電気事業法に規定する配電事業を

営む者に対して電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を

利用して電気の供給を受ける権利を加えることとする。（第６条関係） 

２ 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税措置について、次の措置を講ずること

とする。（第 31 条の２、第 41 条の２、第 47 条の３、第 48 条関係） 

⑴ 適用対象となる障害者等の範囲に、労働者災害補償保険法の複数事業労働者

傷病年金又は複数事業労働者障害年金を受けている者及び同法の複数事業労働

者遺族年金を受けている遺族（妻に限る。）である者を加える。 

⑵ 非課税貯蓄申込書を提出する者が告知をすべき事項を記載した帳簿の作成に

係る申請書について、金融機関の営業所等に対して当該申請書に記載すべき事

項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。 

⑶ 次に掲げる書類の金融機関の営業所等に対する書面による提出に代えて、当

該金融機関の営業所等に対して当該書類に記載すべき事項の電磁的方法による

提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったと

きは、当該書類の提出があったものとみなす。 

① 非課税貯蓄に関する資格喪失届出書 

② 非課税貯蓄に関する異動申告書 

③ 非課税貯蓄廃止申告書 

④ 非課税貯蓄者死亡届出書 

⑤ 非課税貯蓄相続申込書 

 ⑷ 金融機関の営業所等の長が非課税貯蓄申告書等の写しを作成し、当該写しを保

存することに代えて、当該非課税貯蓄申告書等に記載すべき事項を記録した電磁

的記録を作成し、当該電磁的記録を保存できることとする。 

 ⑸ 金融機関の営業所等の長が支払事務取扱者に対して有価証券等が本特例の適用

に係るものである旨の通知をした場合における当該支払事務取扱者の当該通知の

内容を記載した書類の保存に代えて、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁

的記録の保存を行うことができることとする。 

３ 公共法人等及び公益信託等に係る非課税措置について、公社債等の利子等の非課

税申告書の金融機関等の営業所等に対する書面による提出に代えて、当該金融機

関等の営業所等に対して当該申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を
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行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当

該申告書の提出があったものとみなす。（第51条の４関係） 

４ 退職所得課税について、短期退職手当等に係る役員等以外の者としての勤続年数

及び一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退

職手当等がある場合の退職所得の金額の計算方法を定めることとする。（第 69 条

の２、第 71 条の２、第 319 条の３関係） 

５ 寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に、定款に試験

研究の成果を活用する事業等を実施する者に対する出資を行う旨の定めがある地

方独立行政法人を加えることとする。（第 217 条関係） 

６ 外国税額控除制度について、次の見直しを行うこととする。（第221条の４、第

222条の２関係） 

⑴ 居住者の国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要

経費不算入額について、その国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子

の額に、純資産不足額がその利子の支払の基因となる負債その他資金の調達に

係る負債の額（現行：その利子の支払の基因となる負債の額）に占める割合を

乗じて計算する。 

⑵ 外国税額控除の対象とならない外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係

る外国所得税の額について、その剰余金の配当等の額のうち居住者の外国関係

会社に係る所得等の課税の特例との二重課税調整の適用を受ける金額に対応す

る部分に限る（現行：その適用を受ける剰余金の配当等の額に係る外国所得税

の額の全額）。 

（注）上記の改正は、令和４年分以後の所得税について適用する。（附則第５条関

係） 

７ 非居住者の恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費

不算入額について、その恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子の額に、

純資産不足額がその利子の支払の基因となる負債その他資金の調達に係る負債の

額（現行：その利子の支払の基因となる負債の額）に占める割合を乗じて計算す

ることとする。（第292条の３関係） 

（注）上記の改正は、令和４年分以後の所得税について適用する。（附則第６条関

係） 

８ 給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提

供等について、給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者が満たすべき要件を
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定めることとする。（第319条の２、第319条の４、第319条の11関係） 

９ 償還金等の支払調書制度について、交付を受ける償還金等が支払調書制度の対象

となる内国法人の範囲に敷地分割組合を加えることとする。（第352条の２関係） 

10 その他所要の規定の整備を行うこととする。 

11 この政令は、別段の定めがあるものを除き、令和３年４月１日から施行すること

とする。（附則第１条関係） 

 


